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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年３月28日に提出いたしました第23期(自 平成24年４月１日　至 平成24年12月31日)有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報　

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1) 新株予約権等の状況

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　（訂正前）

平成24年６月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであ

ります。

 
事業年度末現在

(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年２月28日)

   

（省略）   

   
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   7,400
資本組入額 3,700

同左

   

（省略）   

   
 

(注) 3．新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。

① 新株予約権者は、平成26年12月期または平成27年12月期のいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書

（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が４億円以上となった場合に、割

当てを受けた本新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、平成24年12月１日から平成25年11月30日までの間に、本

新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である18,200円の50％を

一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとす

る

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

4．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

   （省略）

　

平成24年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであ

ります。

 
事業年度末現在

(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年２月28日)
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（省略）   

   
 

(注) 3．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　　（省略）

　

　（訂正後）

平成24年６月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであ

ります。

 
事業年度末現在

(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年２月28日)

   

（省略）   

   
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   14,800
資本組入額  7,400

同左

   

（省略）   

   
 

(注) 3．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　　（省略）

　

平成24年11月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであ

ります。

 
事業年度末現在

(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年２月28日)

   

（省略）   

   
 

(注) 3．新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。

① 新株予約権者は、平成26年12月期または平成27年12月期のいずれかの期の監査済みの当社連結損益計算書

（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が４億円以上となった場合に、割

当てを受けた本新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、平成24年12月１日から平成25年11月30日までの間に、本

新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である18,200円の50％を

一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとす

る

③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

4．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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　　（省略）
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